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NEW

県立加茂病院、県立吉田病院については、指定管理者審査委員会による審査を踏まえ
候補者を選定し、県議会６月定例会における議決を得て、８月２日付で加茂病院は「医
療法人崇徳会」、吉田病院は「医療法人愛広会」をそれぞれ指定管理者に指定しました。

今号では、加茂病院、吉田病院の指定管理者制への移行について特集します。

県立加茂病院、県立吉田病院の指定管理者を指定しました。

○県など地方公共団体が設置する公の施設について、設置者は地方公共団体のままで、管理・運営
を民間（指定管理者）の創意工夫のもと、行わせることができる地方自治法上の制度です。

○加茂病院、吉田病院は、高齢者医療の中心的役割を担うことも考慮し、回復期を中心とした病院
運営や介護施設の運営実績・知見を有する民間のノウハウを活用することで、より効果的、効率
的な病院運営や、利用者サービスの向上を図っていきます。

指定管理者制への移行

県（病院設置者） 指定管理者（運営者）役割・機能等の方針提示
運営状況のモニタリング・評価

方針に基づいた運営・診療
運営状況の報告

県と指定管理者がお互いに
連携しながら政策目的を実現
(安全・安心な医療の提供)

新潟・中越医療圏
救命救急センター

県央基幹病院（燕労災・三条総合）
圏域内の救急医療・
専門医療の中心的な役割

〇救急患者の診断、治療を行い、緊急度・重症
度や専門性により圏域外搬送の要否を判断

〇公立・公的５病院の急性期・手術機能を集約

地域密着型病院
各地域における高齢者医療の

中心的な役割

〇慢性疾患をもつ高齢者の入院診療、重症化予防
〇日中の軽症を中心に救急受入
〇地域に必要な外来機能は維持
〇急性期を脱した患者の県央基幹病院からの転院

民間病院

超急性期の脳卒中や心臓血
管外科手術など、より高次
の救急医療、高度専門医療

役割分担 診療支援

富永草野
整形外科

三之町
脳神経外科

済生会三条 県立吉田 県立加茂診療所、県央応急診療所

連携

連携

連携連携

連携

〇断らない救急（ＥＲ救急）
により住民が救急医療に困
らない
・圏域外搬送の改善（25％→
５％）、搬送時間の短縮
・ファーストタッチ、円滑な
搬送体制による救命率向上

〇安心できる医療の提供によ
り高齢者が地域で生活でき
る
・外来や回復期リハビリなど
の身近な医療の提供

・基幹病院からの外来支援
（医師派遣）

・介護や福祉との円滑な連携

県央地域の医療再編と加茂病院、吉田病院の役割・機能

県央基幹病院開院後、加茂病院、吉田病院は「地域密着型病院」として今後増加が見込まれる高齢
者医療を中心とした役割・機能を担うこととなります。

相互
補完



【編集後記】
住民説明会を通して、加茂病院、吉田病院に寄せられる大きな期待を感じる一方で、当然ですが

変化することに対する不安な思いもあるように感じました。
運営移行後も皆さんが安心して、より良い医療が受けられる仕組みづくりに向け、今まさに準備が

進められているので、準備の状況に応じて今後もタイムリーに情報提供していきたいと思います。

地域住民への情報発信

運営移行時期、指定管理期間

名 称 等 医療法人崇徳会（⾧岡市 1984年3月設立） 医療法人愛広会（新潟市北区 1993年11月設立）

職 員 数 845人（2022.4.22現在） 1,653人（2022.7.15現在）

主な施設

・⾧岡西病院：⾧岡市 240床
・田宮病院 ：⾧岡市 419床

介護医療院60床併設
・多機能型精神科ｸﾘﾆｯｸ こころのｸﾘﾆｯｸ ｳｨｽﾞ
・訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝみつごうや 等

・新潟ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 ：新潟市北区 168床
・新発田ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院：新発田市 240床

介護医療院120床併設
・介護老人保健施設：６施設
・介護付有料老人ﾎｰﾑ：２施設等

関連法人

・社会福祉法人⾧岡老人福祉協会：特別養護
老人ﾎｰﾑ、介護老人保健施設等

・社会福祉法人⾧岡福祉協会：⾧岡崇徳福祉
専門学校、介護老人福祉施設、介護老人
保健施設等

・学校法人悠久崇徳学園：⾧岡崇徳大学、
上越看護専門学校 等

・社会福祉法人愛宕福祉会：特別養護老人ﾎｰﾑ、
障がい者支援施設等

・医療法人共生会：中条中央病院
・医療法人泰庸会：新潟脳外科病院
・学校法人新潟総合学園：新潟医療福祉大学
・学校法人国際総合学園：三条看護・医療・歯

科衛生専門学校 等

○指定管理者への運営移行の時期は、令和５年度後半を予定している県央基幹病院の開院の時期
を基本に協議、決定し、運営開始までの間、指定管理者とともに移行に向けた準備を進めます。

○指定管理の期間として、加茂病院は「指定管理者による運営開始後10年間」、吉田病院は指定
期間中に病院建物の建替えを検討しており、「新しい施設の供用開始後10年間」としています。

○県央地域の医療再編後の医療提供体制や、加茂病院、吉田病院の指定管理者制への移行などに
ついて、地域住民の皆様にご理解いただくための住民説明会を開催しています。
【R4/9/2燕市、9/3加茂市、田上町、10/1弥彦村】

○今後も移行準備状況に応じて、地域住民の皆様への説明会を複数回開催していきます。

＜法人概要＞

○両法人とも、回復期を中心とする病院や介護施設等の運営実績・ノウハウを持つ法人です。
○現在、法人が運営する主な施設等は次表のとおりです。

指定管理者「医療法人崇徳会」、「医療法人愛広会」の概要

＜住民説明会での主な質疑応答＞
Q:診療科目はどうなるか → A:外来は現診療科を基本に維持
Q:救急受入はどうなるか → A:平日日中の軽症を中心とした受入とかかりつけ患者の急変に対応

なお、具体的な診療科目、受入可能な救急患者や各機関との連携体制などについては、県央地域
の病院⾧会議などを通じて、今後詳細を協議、調整していきます。


